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不動産投資と収益物件の情報サイト

改正により投資意向が
「増す」は約7割

2026年4月改正区分所有法の施行に対する

不動産投資家アンケート
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健美家 「不動産投資家アンケート」

不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（以下、健美家）」および「LIFULL HOME‘S 不動産投資」を運営する健
美家株式会社（代表取締役社長：成瀬 亮輔）は、健美家の会員を対象として「区分所有法改正」についてのアンケート
を実施しました。健美家株式会社では、投資判断の一助となる、不動産投資家の多様な視点や賃貸経営の情報を提供し
てまいります。

【結果概要】

• 「区分所有法が改正されることを知っているか」を聞いたところ、「知っている」は64.3%、「知らない」は
35.7%という結果になった。

• 区分所有法の改正を「知っている」と回答した方に
• 「法改正は区分マンション投資においてポジティブ・ネガティブどちらの影響があると思うか？」を聞い

たところ、「ポジティブ」が85.9%（「ポジティブ」：46.5% 、「ややポジティブ」：39.4%）となった。

• 「区分マンション投資におけるポジティブな影響とはどのようなものか」を聞いたところ、もっとも多
かった回答は「スラム化・管理不全リスクの低減」で43.5%、続いて「資産価値の向上」が35.3%、「大
規模修繕等の決議の円滑化」が34.1%となった。

• 「法改正を受けて、区分マンションへの投資意向は増すか」を聞いたところ、「増す」が66.7%（「大い
に増す」：45.5%、「やや増す」：21.2%）と約7割を占めた。

• 「法改正により、区分マンション投資に対してどのような投資行動を行うか（検討するか）」を聞いたと
ころ、「立地重視での物件購入を行う／検討する」が47. 4%で最多となった。

不動産投資家アンケート概要

【会社概要】
会社名：健美家株式会社
所在地：東京都千代田区麹町1-4-4
代表取締役社長：成瀬 亮輔
設立：2004年 4月

■ 調査要綱
調査期間 ：2026年2月19日（木）～ 2月26日（木）
調査方法 ：インターネットでのアンケート回答
有効回答数：154名

■ 健美家株式会社について
健美家株式会社は、収益物件の紹介、著名な不動産投資家
によるコラム、不動産投資ニュース、セミナー情報等、
「不動産投資に関わる人に価値ある情報を提供し、正しい
判断ができるプラットフォーム」を提供している
不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんび
や）」および「LIFULL HOME'S 不動産投資」を運営してい
ます。

健美家 https://www.kenbiya.com/

LIFULL HOME'S 不動産投資 https://toushi.homes.co.jp/
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健美家 「不動産投資家アンケート」

回答詳細

区分所有法改正について「知っている」と回答した方への質問

Q.区分所有法の改正は区分マンション投資において
ポジティブ・ネガティブどちらの影響があると思いますか？

知っている
64.3%

区分所有法の改正について「ポジティブ」「ややポジティブ」と回答した方への質問

Q.区分所有法の改正による、区分マンション投資における
ポジティブな影響とはどのようなものがあると思いますか。（複数選択可）

ポジティブ
85.9%

15.3%

17.6%

25.9%

25.9%

30.6%

31.8%

32.9%

34.1%

35.3%

43.5%

敷地売却制度の活用拡大

築古物件の市場評価の見直し

出口戦略の選択肢の明確化

空室リスクの抑制

出口戦略の選択肢の拡大

流動性の向上（売りやすくなる）

融資がつきやすくなる

大規模修繕等の決議の円滑化

資産価値の向上

スラム化・管理不全リスクの低減

区分所有法に関するポジティブな点

n=85

ポジティブ 46.5%

ややポジティブ

39.4%

どちらとも思わない

4.0%

ややネガティブ 8.1% ネガティブ 2.0%

区分所有法の改正に関する捉え方
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健美家 「不動産投資家アンケート」

回答詳細

区分所有法改正について「知っている」と回答した方への質問

Q. 区分所有法の改正を受けて、
区分マンションへの投資意向は増しますか？（増しそうですか？）

知っている
64.3%

区分所有法の改正について「知っている」と回答した方への質問

Q. 区分所有法の改正により、区分マンション投資に対してご自身は
どのような投資行動を行いますか？あるいは検討しますか？（複数選択可）

知っている
64.3%

大いに増す

45.5%

やや増す

21.2%

特に変わらない

21.2%

やや減る 10.1%

大いに減る 2.0%

区分所有法の改正による投資意向の変化

n=99

投資意向増加

66.7%

投資意向低下

12.1%

※区分マンションの投資を行っておらず、かつ検討してない人は「区分マンションの投資は考えていない」を選択肢を選んでください。

2.0%

3.0%

4.0%

8.1%

9.1%

10.1%

12.1%

12.1%

30.3%

37.4%

47.5%

管理組合運営への関与を強める／強めることを検討する

金融機関の融資条件や担保評価の変化を注視する

物件選定の基準を厳格化する

修繕積立金の積立状況や、今後の値上げ計画をより重視する

区分マンションの投資は考えていない

区分マンション投資の比率を下げる／下げることを検討する

築浅・新築物件への資産の組み替え（シフト）を行う／検討する

特に投資判断に影響はない

保有している築古物件の売却を行う／検討する

築古物件の購入を行う／検討する

立地重視での物件購入を行う／検討する

区分所有法改正に伴う区分投資への行動変化

n=99



健美家 「不動産投資家アンケート」

回答者属性

■年齢

■投資歴

回答者属性

■地域

1.9%

5.2%

7.8%

8.4%

19.5%

23.4%

14.3%

19.5%

30歳未満

30～35歳未満

35～40歳未満

40～45歳未満

45～50歳未満

50～55歳未満

55～60歳未満

60歳以上

3.2%

22.1%

27.3%

31.2%

11.7%

4.5%

1年未満

1～5年未満

5～10年未満

10～20年未満

20～30年未満

30年以上

11.0%

22.6%

19.2%

5.5%

6.2%

13.7%

10.3%

11.6%

北海道・東北

首都圏（東京以外）

東京

信州・北陸

東海（三重含む）

関西

中国・四国

九州・沖縄
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